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第１３章 附則 

 

第１９２条〔施行〕 

本規程は、平成２５年３月１６日から施行する。 

 

平成２５年７月１日一部改定 

平成２６年３月１５日一部改定 

平成２７年３月１４日一部改定 

平成２７年４月２９日一部改定 （平成２７年５月１日施行。ただし、第２１条〔役員〕の改定規定は平成２７年５月１３日施行、第

７２条〔組織〕第７項の改定規定は平成２８年４月１２日に施行） 

平成２７年５月１３日一部改定 （ただし、第５条〔評議員の推薦〕第１項第２号乃至第４号および同条第３項乃至第５項の改

定規定は平成２８年６月１日に施行） 

平成２７年６月２７日一部改定 

平成２７年１０月１４日一部改定 

平成２７年１１月１１日一部改定 

平成２８年２月１０日一部改定 （ただし、第２６条〔役員の定年制〕の改定規定は平成２８年の定時評議員会開催の日に施

行、第６６条〔加盟料〕および第１０５条〔登録料〕の改定規定は平成２８年３月１日施行） 

平成２８年３月９日一部改定 （ただし、第２１条〔役員〕第３項および第２３条〔理事の職務〕第３項の改定規定は平成２８年の

定時評議員会開催の日に施行） 

平成２８年４月１２日一部改定 （ただし、第４１条の２〔幹部会の構成・権限〕および第４１条の３〔幹部会の開催・定足数等〕

の改定規定は平成２８年の定時評議員会開催の日に施行） 

平成２８年５月１９日一部改定 

平成２８年６月７日一部改定 

平成２８年７月１４日一部改定 

平成２８年８月２４日一部改定 

平成２９年４月１３日一部改定 

平成２９年７月１８日一部改定 

平成２９年１１月８日一部改定 

平成２９年１２月２５日一部改定 （ただし、第１６５条〔競技および競技会に関連する違反行為に対する懲罰〕、第１７５条〔違

反行為の調査・審議および懲罰の決定〕第１項、第１７６条〔規律委員会等の答申の尊重〕、第１７７条〔理事会の決定の最

終的拘束力および再審査請求〕、第１７８条〔権限の委任〕第３項および第１８７条〔答申の作成〕の改定規定は平成３０年１

月１日に施行） 

平成３０年３月７日一部改定 （ただし、第３章乃至第６章の改定規定は平成３０年４月１日に施行） 

平成３０年７月１１日一部改定 

平成３０年９月５日一部改定 

平成３０年１２月２５日一部改定 

平成３１年２月１３日一部改定 

２０１９年６月６日一部改定 

２０１９年９月１８日一部改定 

２０１９年１１月１４日一部改定 

２０２０年３月４日一部改定 

２０２０年４月２１日一部改定 

２０２０年９月１０日一部改定 

２０２０年１１月１２日一部改定 

２０２１年４月１４日一部改定 

２０２１年９月２５日一部改定 

２０２２年７月１４日一部改定 

２０２２年１１月１６日一部改定 

２０２３年８月９日一部改定 

２０２４年３月１３日一部改定 （ただし、第６３条第１項および第３項、第６６条、第９３条第４項および第５項、第１０２条第２

項、第１０３条、第１０４条第２項、第１０５条第１項および第３項、第１１２条第３項、第１１７条乃至第１２０条ならびに第１４３条

の改定規定は２０２４年４月１日に施行） 

２０２４年４月１０日一部改定 

２０２５年２月６日一部改定 

２０２５年３月１３日一部改定 （ただし、第４８条〔専門委員会の設置〕、第５７条の２〔常設委員会〕および第５８条〔特別委員

会〕第１項の改定規定は２０２５年９月の定時評議員会開催の日に施行） 

２０２５年９月２７日一部改定 

２０２５年１１月１２日一部改定 

２０２６年６月１０日一部改定（ただし第２０条及び第４１条の改定規定は２０２６年６月の臨時評議員会開催の日に施行） 

 


